
『平成１７年度施策実施状況調書』

目標値 ○年度 ○年度

以下のとおり。

事業名 ○年度

項目

財政措置循環型社会形成事業等の事業について財政措置（起債措置）を講ずる。

項目

（課題等の状況）

地域の自主性を生かした魅力ある地域づくりに対する支援施策は、地域の
活性化のために必要であるが、今後とも地方公共団体が多様化、複雑化す
る住民のニーズに的確に対応し、地域の活性化に向けた取組を促進するた
め、対象事業の見直しや、取扱要綱・取扱要領の整備を引き続き検討して
いく必要がある。

概　　　　　　　　　　要

予 制 事

予

　(業務改善への取組状況）
　対象事業の拡大と取扱要綱・取扱要領の整備を実行

（施策27）　地方公共団体の地域づくりの支援 担当部局名

○年度

主な指標等 目標年度

概　　　　要

本施策に関する課
題等の状況

「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（いわゆる「骨太の方
針」）における地方税財源充実についての提言や自立した国・地方関係の確立等に係る報告
書等を、「政策の背景及び課題等」の把握に活用し、政策の評価に活用した。

「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平成13年６月16日 閣
議決定）
地域活性化事業要綱（旧：地域資源活用促進事業要綱、地域文化・スポーツ施設活用促進
事業取扱要領、循環型社会形成事業要綱、自然再生・地球温暖化対策事業取扱要領、地域
経済新生事業等取扱等要領）

制度の企画･
運用を主とす
るもの

情報提供等を
主とするもの､
その他

制 事

予 制 事

概　　　　　　　　　　要

本施策に関する専
門家の意見等

本施策に関する主
な資料

施
策
の
主
な
実
施
手
段
の
状
況

予算執行を主
とするもの

○年度

施策名

施策の概要

主な指標の状況

　地域の特性にあった魅力ある地域づくりを行う地方公共団体を支援するため、循環型社会
形成事業、少子・高齢化対策事業、地域資源活用促進事業について財政措置を講じている。
事業の内容は以下のとおりである。
　循環型社会形成事業とは、干潟等の保全や生物多様性の確保を図る等自然再生・地球温
暖化対策及び森林・農地等の国土保全対策に対する支援措置である。
　少子・高齢化対策事業とは、ユニバーサルデザインによるまちづくり、保健福祉施設等の整
備に対する支援措置である。
　地域資源活用促進事業とは、地域経済新生事業、科学技術振興事業、地域を支える人づく
り事業、地域文化・スポーツ施設活用促進事業、地域文化財・歴史的遺産活用事業に対する
支援措置である。

自治行政局
自治政策課

○年度


